
ながぬまながぬま
廃棄物の不法焼却の禁止について！！

ゴミの不法焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」により禁止されており、違反すると

『５年以下の懲役・１千万円以下の罰金を科されます！』

ビニール等の家庭ゴミを自宅で燃やす行為は少
量であっても違法です！
県や市でも監視を強化しています。
違法な焼却は、絶対にやめましょう。
迷惑な焼却行為の通報があった時点で行政指導

の対象となります。
１１月９日から１１月１５日は火災予防週間

に指定されています。
違法焼却から火災に発展する場合もあります。
ゴミはゴミ捨て場に出しましょう。
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指名手配犯に関する情報提供のお願い。
逃走中の指名手配犯に関する情報は，どんな些細なことであっても

連絡を頂けますよう，よろしくお願いいたします。


